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議会運営委員会  

 

   日 時   平成３０年５月２８日（月）午前１０時～ 

   場 所   第３委員会室 

 

１ 平成３０年亀岡市議会定例会について 

 （１）招集告示 ５月２８日（月） 告示第   号 

 （２）開  会 ６月 ４日（月） 

 

２ 議案の概要説明について 

  （１）概要 （別添） 

 

３ ６月議会日程について 【別紙№１】 

 （１) 一般質問通告期限 ６月 ４日（月）正午 

○一般質問順序  ①緑風会 ②共産党 ③公明党 ④新清流会 

 （２) 請願書提出期限   ６月 ４日（月）午後５時 

 （３）質疑通告期限     ６月１２日（火）本会議終了時 

 （４) 意見書等提出期限 ６月１９日（火）委員会終了時 

 （５）討論通告期限    ６月２１日（木）午後４時 

（６）市民憲章唱和   ６月１２日（火）9:50～ 唱和代表 齊藤議員 

 

４ 開会日（６月４日）の議事について 

（１）議事日程 

  ※通年議会の実施にあたり、議長冒頭あいさつ 

  諸報告 

   第１ 会議録署名議員指名（福井議員、馬場議員） 

   第２ 会期決定 

   第３ 報告第１号、報告第２号及び第１号議案から第６号議案 

（提案理由説明） 
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（２）諸報告 

○予算に関する報告（３件） 

○地方自治法第１８０条関係（３件） 

○監査（例月、随時等） 

○理事者出席要求 

○教育委員あいさつ（２名） 

○人事異動に伴う職員紹介 

 （３）会期 

    ○平成３０年６月４日～平成３１年２月４日（２４６日間） 

    ※６月議会の期間 ６月４日～６月２２日（１９日間） 

 

５ 陳情・要望について 

（１）非核・平和施策に関する要望書【別紙№２】 

 

６ 議場の理事者席について【別紙№３】 

 

７ 一般質問について 

（１）質問時間 答弁を含め１人４５分 

 （２）会派内質問順序 ６月１日（金）までに事務局へ連絡 

 

８ 通年議会の運用について【別紙№４】 

 

９ 審議会委員等の推薦について（依頼） 

（１）亀岡市都市計画審議会委員 

    ○依頼人数 ５名 

○任 期  平成３０年９月５日～２年間 

○現委員  並河議員、藤本議員、木曽議員、西口議員、石野議員 

※産業建設常任委員 
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10 高校生の一般質問傍聴について（予定） 

○日 時  ６月１２日（火）午後１時３０分～３時頃（予定） 

○傍聴者 南丹高校生（４０人程度） 

 ※地域研究（授業）の一環として傍聴 

 

11 平成３０年９月議会の決算審査（案）について 

 （１）決算特別委員（２１人）※議長、監査委員除く 

 （２）審査方法（分科会方式、事務事業評価実施） 

 （３）審査日程（５日間） 

 （４）特別委員会設置の日 ６月２２日 

 

12 議会運営委員会の視察について（総括）【別紙№５】 

 

13 議会基本条例の検証について【別紙№６】 

 （１）実施主体、実施スケジュール 

 

14 当面の日程について 

○５月２９日（火）１０：００～ 総務文教常任委員会 

１３：３０～ 産業建設常任委員会 

 

15 中学生議会について 

 

16 その他 

 （１）議場内撮影許可の申請（市政記者クラブ、秘書広報課） 

 （２）エコ・オフィス推進期間（５月１日～１０月３１日まで） 

 （３）環境厚生常任委員会の活動 

 （４）次回の議会運営委員会 ６月１２日（火）本会議終了後 

   ※正・副議長、議運正・副委員長の事前調整 ６月１１日（月）１４：００～ 



議会期間１９日間

日 曜日 会 議 等 備　　考

10:00 ～　市長議長議案調整 議案概要

11:00 ～　議運事前調整

26 土

27 日

 9:30 ～　広報広聴会議

【招集告示】

10:00 ～　議会運営委員会（市長出席）・幹事会 議案概要、議案

　　　　  会派会議

29 火

30 水

31 木  

6/1 金

2 土

3 日

10:00 ～ 議事日程、監査、出席要求、提案理由

【開会、諸報告、署名議員､会期決定､提案理由】 (教育委員あいさつ、理事者紹介)

＜17:00 請願書提出期限＞

5 火

6 水

7 木

8 金

9 土

10 日

13:00 ～　市長議長議案調整 追加議案の概要

14:00 ～　議運事前調整

【一般質問】 議事日程

（本会議終了後）　議会運営委員会（市長出席）・幹事会 追加議案の概要、追加議案

　＜本会議終了時 質疑通告期限＞

13 水 【一般質問】 議事日程

【一般質問、追加提案、付託】 議事日程、提案理由、付託表、

(請願文書表)

15 金 10:00 ～  総務文教常任委員会

16 土

17 日

18 月 10:00 ～　環境厚生常任委員会

19 火 10:00 ～　産業建設常任委員会

＜委員会終了時 意見書提出期限＞

20 水 委員会（予備日）

10:00 ～　市長議長議案調整（人事議案）

13:30 ～　議運事前調整

14:00 ～　幹事会・議会運営委員会 人事議案、意見書案

　　　　　会派会議

＜16:00 討論通告期限＞

10:00 ～　各常任委員会(委員長報告)

　　　　　議運事前調整

　　　　　幹事会（市長出席）・議会運営委員会 意見書案、審査報告、決算特別名簿

          会派会議

（午後）【委員長報告、討論、採決、人事議案、休会】 議事日程、議員表彰

　　　　　広報広聴会議

12 火

22 金

14 木

21 木

月

11

平成３０年６月議会日程表（案）

5/25 金

4 月

月

28

＜12:00＞一般質問通告期限
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通年議会における本会議の運用（議長次第） 

 
◎１日目 

通年議会（新） 従来の議会（旧） 

【開議】 
ご参集 ご苦労様です。 

 ただいまから、 
平成３０年亀岡市議会定例会を開会しま

す。 
 ただちに、本日の会議を開きます。 

【開議】 
ご参集 ご苦労様です。 

 ただいまから、 
平成２９年６月亀岡市議会定例会を開会

します。 
ただちに、本日の会議を開きます。 

【会期決定】 
次に、日程第２、会期決定を議題とします。 

 お諮りします。 
本定例会の会期は、本日から平成３１年２

月４日までの２４６日間としたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 
 
（異議なし） 
 
 ご異議なしと認め、会期は決定されまし

た。 
なお、６月議会の期間は、本日から６月２

２日までの、１９日間といたします。 

【会期決定】 
次に、日程第２、会期決定を議題とします。 

 お諮りします。 
本定例会の会期は、本日から６月２６日ま

での２２日間としたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 
 
（異議なし） 
 
 ご異議なしと認め、会期は決定されまし

た。 

【閉議】 
以上で、本日の日程は終了しました。 

 次の本会議は、６月○○日午前１０時に再

開して、一般質問を行います。 
 本日は、これで散会します。 
ご苦労様でした。 

（変更なし） 

【閉議】 
以上で、本日の日程は終了しました。 

 次の本会議は、６月○○日午前１０時に再

開して、一般質問を行います。 
 本日は、これで散会します。 
ご苦労様でした。 

（変更なし） 
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平成３０年４月  日 

 

亀岡市議会議長 湊 泰孝 様 

 

議会運営委員会委員長  福井 英昭 

 

委員会調査報告書 

 

 当委員会で調査した事件の調査結果について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 派遣期間 平成３０年４月１６日（月）・１７日（火） 

 

２ 派遣場所 愛知県岩倉市議会及び三重県鳥羽市議会 

 

３ 事  件 岩倉市議会 

議会の活性化について 

情報公開№１を目指す取組み、議会基本条例の検証等 

鳥羽市議会 

        議会の活性化について 

通年会期の採用、ＴＯＢＡミライトーク、ＩＴ化の推進等 

 

４ 視察者  （派遣委員）福井英昭、平本英久、小川克己、田中豊、齊藤一義、

藤本弘、木曽利廣、西口純生 

（派遣議員）湊泰孝議長、小松康之副議長 

（事務局随行）片岡事務局長、鈴木議事調査係長 

５ 概 要  別紙のとおり 
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議会運営委員会調査結果概要 

岩倉市議会（平成３０年４月１６日（月）13:00～14:45） 

議会の活性化について 

情報公開№１を目指す取組み、議会基本条例の検証等 

１ 視 察 の 目 的 

岩倉市議会は、平成２３年５月に制定した議会基本条例を礎に、情報公開№１を目指すこと

を掲げ、議会活性化に取組まれてきた。特に、議会報告会や市民と意見交換を行うふれあいト

ーク、災害発生時等の活動要綱の制定、傍聴規則の改正などに積極的に取組まれており参考に

する。 

２ 施 策 等 の 概 要（主な項目） 

○議会基本条例の検証について 

＜経過＞ 

 ・岩倉市議会基本条例の規定に基づき、平成２３年度から検証を開始した。 

 ＊岩倉市議会基本条例第２７条「議会は、この条例の目的が達成されているか否かを、特別委

員会において年１回以上検証する。」 

＜内容＞ 

 ・検証は毎年、条項ごとに議会基本条例推進協議会において実施している。 

・検証により「今後の課題」とした項目については、別途継続的に検討している。 

○ふれあいトークについて 

＜経過＞ 

・市民との意見交換の充実については、議会基本条例の制定に伴い「ふれあいトーク」として

実施することとした。 

＊岩倉市議会基本条例第１０条第４項「議会は市民等との意見交換の場を設けるものとする。」 

＜内容＞ 

 ・ふれあいトーク（意見交換会）は、市民活動団体や自治会、若者等と意見交換を実施してい

る。より多くの市民と意見交換できるよう努められ、様々なパターンを設定されている。 

 

（実施例） 
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(1)ふれあいトーク（議会報告会） 

  →議会での審議状況等を報告する。 

(2)ふれあいトーク（意見交換会） 

→市民活動団体や自治会を対象に実施。その他、市内に多く居住する外国人の子育て世

帯を対象とする「お団子トーク」も実施している。 

(3)ふれあいトーク（模擬議会） 

→若者とのおむすびトークとして実施している。 

○議会基本条例を礎にした取組みについて 

＜経過＞ 

 ・岩倉市議会では議会改革特別委員会において、基本条例に基づく自主的な改革に努められて

きた。平成２４年３月に政治倫理条例及び災害発生時等の活動要綱を制定。平成２６年６月

に傍聴規則の全部改正を実施された。 

＜内容＞ 

・議会への関心を高めるため傍聴規則を改正し、傍聴者の事前手続きの廃止及び写真・動画撮

影を自由にした。 

＊岩倉市議会傍聴規則第４条「会議を傍聴しようとする者は、傍聴に関する一切の手続きを必

要としないものとする。」 

＊同第６条「傍聴人は、傍聴席において、写真撮影、動画撮影及び録音をすることができる。」 

３ 委 員 の 意 見 等 ・ 考 察 

○議会基本条例の検証について 

 ・検証シートを用いて取組みの進捗を検証することは参考になった。 

 ・毎年検証する必要があるのかは疑問である。必要に応じて検証することでよい。 

○議会ふれあいトークについて 

 ・お団子トークや市民団体が窓口になり意見交換会を実施する方法は参考になり、岩倉市議会

が意見交換に重点をおいていることがうかがえた。 

 ・市民団体がファシリテーターとなり意見交換を行っている。若い人たちに議会や政治に関心

を持っていただくには、ワークショップ形式で行うことを考えていきたいと思う。 

 ・一方的な議会報告では参加者が減少していく。亀岡市議会で実施しているように、テーマを
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決めて参加者の意見等をしっかり聞くことが大切である。その上で、問題意識を共有し、どう

していけばよいか意見交換することが必要である。 

○議会基本条例を礎にした取組みについて 

 ・多くの方に議会に関心を持ってもらい、議場に来ていただくために、傍聴者の事前手続きの

廃止や写真・動画撮影を自由にすることの取組みは参考になった。 

 ・情報公開№１を目指す取組みとして、平成２８年度から政務活動費（議員１人当たり１８万

円／年）の収支報告を、ホームページで公開しているが、本市議会でも早く実施すべきである。 

 ・情報公開することは大切だが、何でも公開すればよいものではない。 

○その他 

 ・災害発生時の活動要綱を考えてはどうか。 

 ・議会での一般質問を市議会だよりに１人１ページで掲載されており参考となったが、逆に多

くを割きすぎているのではないか、との見解もある。 

 

鳥羽市議会（平成３０年４月１７日（火）10:00～12:00） 

議会の活性化について 

通年会期の採用、ＴＯＢＡミライトーク、ＩＴ化の推進等 

１ 視 察 の 目 的 

鳥羽市議会は、地方自治法に基づく通年会期による議会運営や議会報告会・ＴＯＢＡミライト

ーク等による広報・広聴活動、また、ソーシャルメディアやタブレット端末の活用等幅広い議会

活性化に努められている。全国においても、特に議会の機能強化において高い評価を得られてお

り、各種取組みを参考にする。 

２ 施 策 等 の 概 要 

○通年会期について 

＜経過＞ 

・平成２４年９月に地方自治法が改正され「通年の会期」が規定された後、全員協議会、議会

運営委員会、議会改革推進特別委員会で協議を開始した。計１０回の会議において議論を重

ね、平成２６年３月定例会で、通年会期等に関する条例を制定し、同年５月１日から通年会

期制をスタートした。 
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＜内容＞ 

 ・鳥羽市議会では、会期を５月１日から翌年４月３０日までとしている。 

・審議期間に余裕を持たせることができ、常任委員会の所管事務調査を活用しやすくなる等の

効果があるとされている。 

・本市議会においては、鳥羽市議会で導入されている地方自治法第１０２条の２に基づく「通

年の会期」ではなく、平成３０年６月から定例会条例等を改正して実施する「通年議会」を

導入する予定としている。 

○ＴＯＢＡミライトークについて 

＜経過＞ 

・平成１９年に議会改革推進特別委員会を組織し、議会基本条例の制定及びＴＯＢＡミライト

ークの前身となる議会報告会について議論を開始した。 

・議会基本条例に規定した後に議会報告会を実施する予定としていたが、基本条例の検討をし

ている最中に議会報告会を実施する気運が高まったため、条例制定に先行して平成２１年１

０月に議会報告会を初めて開催した。（議会基本条例は平成２２年１０月制定） 

・市民からの要望により、市内各地域を細かく回ることとし、平成２２年に３６カ所、平成２

３年には３７カ所で開催した。 

・平成２２年度には市民の参加者数は最多の８５２人となったが、その後、参加者の固定化等

により参加者数が減少し、平成２７年度に議会報告会を１年間休止し、議会報告会自体のあ

り方を議論した。 

・平成２８年に広報広聴委員会（協議等の場として会議規則に規定）を設置し、新たな議会報

告会について引き続き検討。同年９月にＴＯＢＡミライトークを試行実施した。 

・平成２８年１１月にＴＯＢＡミライトークとして正式に運用を開始した。 

＜内容＞ 

 ・議会報告会を実施していた際に、執行機関が回答すべき質問が多数あったことを踏まえ、Ｔ

ＯＢＡミライトークの主な目的は「地域課題の共有」としている。 

・対象は５人以上の市民団体（グループ）とし、議会報告は行わず、テーマに沿った意見交換

のみ実施している。 

・手法は、原則としてグループディスカッション方式を採用している。模造紙・付箋等を利用



- 5 - 
 

し議論の可視化に努められている。また、常に実施体制等を見直すこととしている。 

（ＴＯＢＡミライトークの実施事例） 

 ・成人式実行委員会、老人クラブ連合会、介護保険サービス事業者、高等専門学校等。 

○ソーシャルメディア利用について 

＜経過＞ 

 ・Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＵＳＴＲＥＡＭ（平成２２年～）、ＹｏｕＴｕｂｅ（平成２４年～） 

  Ｆａｃｅｂｏｏｋ（平成２７年～）を利用開始。 

＜内容＞ 

 ・発信内容は会議日程や議決結果、本会議、常任委員会の様子等。 

 ・事務局による発信としているが、決裁はとらずに運用している。 

○タブレット端末の利用について 

＜経過＞ 

 ・平成２３年に無線ＬＡＮを議会フロアで整備し、議会費でノートパソコン、ｉＰａｄを購入

した。これらは備品であるため、当初は持出しを禁じていたが、個人で所持するのが便利との

意見により、他団体の調査を開始した。 

・調査の結果、政務調査費（当時）で議員個人が契約し、全議員がｉＰａｄを所持している議

会があったため、この方式を採用し、平成２４年に全議員が契約した。 

＜内容＞ 

・議会組織内でのグループウェアソフトによるスケジュールの共有が可能となる。 

・ｉＰａｄは政務活動以外にも使用できることから、通信費については政務活動費と私費で２

分の１ずつ負担している。 

 ・ペーパーレス化や郵送代削減に一部寄与している。 

 ・ｉＰａｄの議席への持ち込みについては、平成２４年に「本会議、委員会、その他全ての会

議におけるパソコン、タブレット端末の持ち込みは、審議に関係のある事項に限り使用するこ

とができる。」と申合せに規定した。これにより許可を要することなく、全ての会議での使用

が可能となった。 

○議場パネルの使用について 

＜経過＞ 
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 ・平成２４年にパネル取扱い要領を制定した。また、議場内にモニターを２台設置し、ｉＰａ

ｄやパソコン画面の表示ができるようにし、一般質問に活用することとした。 

＜内容＞ 

・パネルを使用する議員は、使用する前日までに議長に資料を提出し、パネルを使用する会議

前にｉＰａｄ等を接続・設定する。操作は議員自らが行い、会議は言論主義であることから、

写真等の説明については口頭で詳細に行うこととしている。 

○その他 

 ・議会運営上において、会派制を採らないことを申し合わせている。 

 ・正副議長の立候補時の立会演説をインターネットで配信している。 

３ 委 員 の 意 見 等 ・ 考 察 

○通年会期について 

・災害等の場合、速やかに会議を開くなどの対応が可能となっている。 

○ＴＯＢＡミライトークについて 

 ・本市議会でも市議会だよりやＳＮＳでの発信を工夫し、わがまちトーク（自治会版・各種団

体版）の充実に努めたい。また、わがまちトークの主旨を確認し、名称変更を考えてもよい

のではないか。 

 ・議会報告会や市民との意見交換会はどの議会でも課題となっている。 

 ・県内の大学へワークショップの手法について議員が講習を受け、取入れ実施されている。今

後、研究が必要だと考える。 

○タブレット端末の利用について 

 ・鳥羽市議会ではペーパーレス化を目的としていない。ある程度は紙資源の節約になると考え

る。 

 ・時代の流れであり、実施されていくものだと考える。 

○パネルの使用について 

・本市議会においてもこのようなシステムを使用した方がよいと考える。 

○その他 

 ・災害発生時の活動要綱を定めており、その必要性を感じた。 

 ・市庁舎に市議会への市民アンケートを置いていたので、実施してはどうか。 
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 ・予算・決算常任委員会を導入しており、本市議会でも早急に対応すべきである。 

 



議会基本条例の検証及び見直しについて 

 

１ 検証・見直しの方法等について 

（１）実施主体・実施期間 

議会運営委員会・平成３０年６月～平成３０年１２月 

 

（２）検証の方法・進め方 

 ①検証は、条項ごとに関連する具体的方策（取組事項）、現状の課題等を確認したうえで、

次の３段階により、各条項の目的達成状況を評価する。 

  ［Ａ達成（概ね８割以上）・Ｂ一部達成（５割程度）・Ｃ未達成（３割以下）］ 

     ※評価になじまない章・項目は評価対象外とする。 

  なお、適切かつ効率的な検証に資するよう、事前に各会派（会派に属さない議員）及び

事務局により各条項に関する課題等の抽出を行い、それらの意見を踏まえた中で検証（評

価）を行う。 

 

 ②評価結果がＢ・Ｃとなった条項に関しては、次の区分により今後の方向性を検討する。

［□継続して取り組む・□新たな取り組みを検討・□条項を改正する・□その他］  

 

（３）条例の見直し・新たな取り組みの検討について 

 ①上記（２）②により、条例改正の必要があると判断された場合は、改正案の検討を行い、

平成３０年１２月定例会までに条例改正を提案する。 

 

 ②新たな取り組みを検討する必要があると判断された場合は、検討項目として、その検討

を行う。 

 

 ③会議規則等関係例規、運用基準及び申合わせ等の整理を行う。 

亀岡市議会基本条例 

第 8章 最高規範性及び検証等 

（条例の検証及び見直し） 

第 24 条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを定期的に検証し、必要が

あると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。（平 26条例 28・全改） 

亀岡市議会基本条例運用基準 

17 条例の検証及び見直し 

 条例第 24 条の規定による定期的な検証の機会は、２年ごとに設けることとし、一般選

挙を経た任期開始から概ねその任期中間年及び最終年に、議会運営委員会において行う

ものとする。 



 

２ スケジュール（案） 

 

時期 内容 

定例会 

招集告示日 

（５／２８） 

○実施主体・検証方法・今後の進め方について協議 

○検証項目一覧の配付・各会派（会派に属さない議員含む）に課題事項等

の抽出依頼 

 （６／２２までに提出） 

６月議会 

一般質問 

（６／１２） 

○課題事項等の抽出状況、今後のスケジュール等の確認 

 （次回以降の開催日決定） 

６月議会 

休会日 

（６／２２） 

○各会派（会派に属さない議員含む）から課題事項等の提出、整理 

６月下旬 

○検証項目一覧に基づき評価 

・第３章 市民と議会の関係（第６条・第７条） 

・第４章 議会と市長等の関係（第８条－第１０条の３） 

・第５章 議会の機能の強化（第１１条・第１２条） 

７月 

○検証項目一覧に基づき評価 

・第６章 議会の運営（第１３条－第１８条） 

・第７章 議員の政治倫理及び待遇等（第１９条－第２２条） 

・第８章 最高規範性と見直し手続（第２３条・第２４条） 

８月 

○検証結果に基づき評価 

・第１章 総則（第１条・第２条） 

・第２章 議会及び議員の活動原則（第３条－第５条） 

○条例改正・今後の方向性の検討 

９月議会 
○検証結果一覧の確認 

（全議員に配付、会派の意見集約） 

１０月 
○条例改正・今後の方向性の検討 

○関係例規、運用基準等の整理 

１１月 
○条例改正・今後の方向性の検討 

○関係例規、運用基準等の整理 

１２月議会 

○条例改正案骨子の確認 

○発議者・提案理由説明の協議 

［本会議］議案提案・提案理由説明・議案採決 



議会基本条例検証項目一覧 平成３０年６月１２日
【会派名：　　　　　　　　　　　　】

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証

目
的

第
１
条

　この条例は、議会及び議員に係る基本事項
を定め、市民の信頼に応える責任ある活動に
より亀岡のまちづくりを推進し、市民福祉の
向上に寄与することを目的とする。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会は、市民の代表で構成する市の意思決
定を行う議事機関であり、議決の責任を負
う。（H26一部改正）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

2 議会は、行政活動の監視及び政策の立案を
行う。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会は、次の各号に掲げる原則に基づき活
動しなければならない。

⑴　公平性及び透明性を確保し、市民に開か
れた議会運営を行うこと。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑵　市民に積極的な情報公開を行うととも
に、説明責任を果たすこと。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑶　自由闊達な討議を行い、市政の課題に関
する論点及び争点を明らかにするよう努める
こと。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑷　市政への市民参加を推進すること。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑸　市民の意見を的確に把握し、市長等との
対論を通じて、より良い政策及び施策の実現
につながるよう努めること。（H26一部改
正）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、
活動しなければならない。

⑴　議会が言論の場であることを認識し、議
員間の自由な討議を尊重すること。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑵　市政の課題全般について、市民の意見を
的確に把握するとともに、自らの資質の向上
に努め、市民の代表としてふさわしい活動を
行うこと。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑶　議会の構成員として、一部の団体又は地
域等に偏ることなく、市民全体の福祉の向上
を目指して活動すること。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議員は、議会活動を行うため、会派を結成
することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共
有する議員で構成し、活動する。

第
４
条

会
派

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

今後の方向性

第
１
章
　
総
則

議
会
の
役
割

第
２
条

第
２
章
　
議
会
及
び
議
員
の
活
動
原
則

議
会
の
活
動
原
則

第
３
条

議
員
の
活
動
原
則

第
５
条

【運用基準２】会派の役割を明確化

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

第１章（目的）・第２章（活動原則）に
基づく具体的規定である第３章以降
の各条項に掲載。

＊各条項に係り、現状で課題と思

われることや今後議論すべき点

などを、事前に各会派（会派に属

さない議員含む）で取り上げてく

ださい。
（6月議会最終日までに提出してく
ださい）

＊この欄は記入いただく必要はあり
ません。

↓

1/6



議会基本条例検証項目一覧 平成３０年６月１２日
【会派名：　　　　　　　　　　　　】

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性

議員は、特定の市政の課題について会派を超
えて共同して調査研究を行うため、政策研究
会を結成することができる。（H28追加）

2 政策研究会は、政策立案又は政策提言の具
現化を図り、活動の成果を議会活動に反映す
るよう努めるものとする。（H28追加）

　議会は、会議を原則公開とする。

【運用基準３】公式な会議の全てを公開対象

・委員会傍聴を許可制から届出制に改正（委員
会条例）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

2 議会は、市民に対し積極的に議会審議等に
係る情報を公開及び提供し、説明責任を果た
さなければならない。

【運用基準３】傍聴者への資料提供

・本会議のライブ中継・録画配信（H21.12～）
・議会報告会の開催（※第7条にも記載）
・土曜議会開催（H22.3・H24.3代表、H25.3個人）
・議案の賛否状況の公開
・委員会記録・資料の公開（H23.9～）
・議会だよりの充実（H24.4～16Ｐ改編）
・一般質問通告の具体化（H24.6～）
・予算・決算審査の録画配信（H25.9～）
・会議録検索システムの公開・機能性向上
・フェイスブックによる情報発信（H26.4～）
・傍聴規則の改正（H27.1）→筆記のためのＰＣ
利用等、現状に即して見直し
・議長記者会見の実施（H27)
・議会バックボードの作成（H27)
・本会議のライブ中継・録画配信のスマートデバ
イス対応（H29）　（※第１６条にも記載）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用
し、専門的知見又は政策的意見を討議に反映
させるよう努めるものとする。

・参考人制度の活用
　H25：4回（常任委員会・決算特別）
　H26：4回（常任委員会・議運・決算特別）
　H28：1回（常任委員会）
　※ただし、京都スタジアム(仮称)検討特別委
員会において、専門家会議座長、京都府職員を
招致し、協議会形式で調査を実施
　（Ｈ28：1回、Ｈ29：3回）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

4 議会は、請願及び陳情を政策提言と位置付
け、その審議等において、当該請願又は陳情
の提出者が希望した場合は、その意見を聴く
機会を設けることができるものとする。
（H26一部改正）

【運用基準４】会議における請願者等の意見陳
述機会を制度化（手続きを規定）

　Ｈ27：5回、Ｈ28：2回、Ｈ29：5回

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

5 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会
活動に反映させるとともに、市民が議会の活
動に参加する機会の充実を図るものとする。
（H26追加）

・意見交換会（わがまちトーク、委員会の意見交
換会）等の開催（第7条に記載）
・議員団研修の公開
・議場の多目的活用（亀岡祭くじ取り式等）
・定数、報酬のパブコメ実施等（H26）
・子ども議会、高校生議会を実施（H27、H28）
※Ｈ30は中学生議会を実施

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

【運用基準２の２】政策研究会の要件等、調査
活動形態

・政策研究会を基本条例に規定（H28）
　H26：4名（児童虐待及びいじめ防止基本条
例）
　H27：5名（農林観光政策）
（※第１４条の３にも記載）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

第
３
章
　
市
民
と
議
会
の
関
係

市
民
参
加
及
び
市
民
と
の
連
携

第
６
条

政
策
研
究
会

第
５
条
の
２

＊この欄は記入いただく必要はあり
ません。
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議会基本条例検証項目一覧 平成３０年６月１２日
【会派名：　　　　　　　　　　　　】

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性

　議会は、議会の説明責任を果たすととも
に、市民の意見を議会活動に反映させるた
め、議会報告会を毎年開催するものとする。
（H26全改）

・各定例会後に議会報告会を開催（H22.11～
H25.11）
・各定例会後に議会報告＆わがまちトークを開
催（H25.5～H28.2）
・3月、9月定例会後に議会報告会を開催（H28.4
～H29.10）
・所管委員会での意見対応（分類）

　・議会報告会のあり方を検討

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

2 議会は、議会の政策形成等に関して、市民
との意見交換の場を多様に設けるものとす
る。（H26追加）

【運用基準５】意見交換会の実施フロー

・委員会の意見交換会の開催
　H26：1回（商業協同組合）
　H27：2回（NPO子育てネットワーク、観光協会）
　H28：1回（商店街連盟）
　H29：2回（体験型子ども食堂、商工業団体）
・わがまちトーク（テーマ別）の開催
　H26：2回（放課後児童会、議会の広報広聴）
　H27：1回（NPO団体）
・わがまちトーク（自治会版）の開催
  H28：5回、H29：4回
・わがまちトーク（各種団体版）の開催
  H29：1回（成人式実行委員会）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会審議における議員と市長等は、次の各
号に掲げるところにより、緊張関係の保持に
努めなくてはならない。

⑴　議員は、本会議における一般質問等を行
うに当たっては、市政の課題に関する論点及
び争点を明確にして行うものとする。（H26
一部改正）

・質問通告書様式変更（具体化）（H24.6～）
・一問一答制の導入（個人質問）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑵　本会議及び委員会に出席した市長等及び
その他の職員は、議長又は委員長の許可を得
て、議員の質問又は質疑に対して反問を行う
ことができる。（H23一部改正）

【運用基準６】反問権の拡大（制限の撤廃）によ
り、目的・手続きを明確化 □Ａ：達成

□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会は、市長が提案する重要な政策等につ
いて、議会審議における論点を明確にし、そ
の水準を高めるために、市長に対し、次の各
号に掲げる事項について明らかにするよう求
めるものとする。
⑴　提案の理由及び経緯
⑵　他の自治体の類似する政策等との比較検
討
⑶　市民参加の実施の有無とその内容
⑷　総合計画との整合性
⑸　政策等の実施に係る財源措置
⑹　将来にわたる政策等のコスト計算

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

2 議会は、提案される予算及び決算の審議に
当たっては、前項の規定に準じて、わかりや
すい施策別又は事業別の説明資料を作成する
よう求めるものとする。

【運用基準７】予算、決算審査時の説明資料

・予算「一般会計当初予算案施策の概要」
・決算「主要施策報告書」

　・予算審査時の提出資料等について検討
□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

議
会
報
告
会
等

第
７
条

第
４
章
　
議
会
と
市
長
等
の
関

議
員
と
市
長
等
の
関
係

第
８
条

議
会
審
議
に
お
け
る
論
点
の
明
確
化

第
９
条

＊この欄は記入いただく必要はあり
ません。
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議会基本条例検証項目一覧 平成３０年６月１２日
【会派名：　　　　　　　　　　　　】

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性

政
策
執
行
に
対
す
る
評
価

第
１
０
条

　議会は、市長等が行う政策について、市民
福祉向上の観点から不断に点検するととも
に、その有効性及び効率性等について評価し
なければならない。

【運用基準８】事務事業評価を発展して対応
　・予算・決算審査方法の検討

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

文
書
に
よ
る
質
問

第
１
０
条
の
２

　議会又は議員は、市長等に対して、文書に
より質問することができる。（H24追加、
H28・H30一部改正）

【運用基準１０】文書質問の手続きを規定

・通年議会実施にあわせ改正（H30）
　H24：2回、H25：2回、H26：1回、H27：2回

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

決
議
等
へ
の
対
応

第
１
０
条
の
３

　議会は、本会議において可決した決議及び
採択した請願が市政執行に関するものである
ときは、市長等に対し、当該決議及び請願に
関する事後の状況、対応等を遅滞なく報告す
るよう求めるものとする。（H26追加）

【運用基準１１】決議（附帯決議）・請願への対応
義務付け（条例改正で追加）
　
　Ｈ28：１回（請願：私立幼稚園就園補助金）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

9
6
・
2
議
決
事
項

第
１
１
条

　地方自治法第96条第2項の議会の議決事項
は、議会が、市政における重要な政策の決定
に参画する観点と、市長の政策執行上の必要
性を比較し、別に条例で定める。

【運用基準９】議決事項を拡大するときは理事
者と協議し、十分な準備期間を与える

・議決事項追加（Ｈ22）
　→総合計画の基本構想及び基本計画
　　（Ｈ28特別委員会設置による審査を実施)

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会は、市政の課題に関する調査のため必
要があると認めるときは、議決により、学識
経験を有する者等で構成する調査機関を設置
することができる。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項
の調査機関に、議員を構成員として加えるこ
とができる。

3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、議
長が別に定める。

定
例
会
の
回
数
及
び
会
期

第
1
3
条

　定例会の回数及び会期は、議案の審議等に
あたり、議会の機能を十分発揮できる期間を
確保し、決定する。
2 定例会の招集の回数は、別に条例で定め
る。

・常任委員会審査の原則別日開催
・通年議会の導入（H30）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

関
係

第
５
章
　
議
会
の
機
能
の
強
化

調
査
機
関
の
設
置

第
１
２
条

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

【運用基準１２】調査機関の設置は、議決の後
要綱を定めて運営する。
（事例なし）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

＊この欄は記入いただく必要はあり
ません。

↓
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議会基本条例検証項目一覧 平成３０年６月１２日
【会派名：　　　　　　　　　　　　】

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性

　議員は、議会が自由な議論を行う場である
ことを認識しなければならない。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

2 議員は、議会の運営及び議案等の審議又は
審査において、議員相互間の自由討議に努
め、議論を尽くし、議会の意思を決定しなけ
ればならない。（H26一部改正）

【運用基準１３】委員間討議の実施目的、審査
順序及び討議方法等を明確化（Ｈ28） □Ａ：達成

□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

3 議員は、議員相互間の自由討議により合意
形成し、政策立案、政策提言等を積極的に行
うよう努めるものとする。（〃）

政策研究会
　H26：4名（児童虐待及びいじめ防止基本条
例）
　H27：5名（農林観光政策）
環境厚生常任委員会
　Ｈ29（子どもの貧困について政策提言）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

委
員
会
の
活
動

第
１
５
条

　委員会は、その特性を活かし、専門的及び
具体的な議論により、議案等の審査及び所管
事項に関する事務の調査を行わなければなら
ない。（H26一部改正）

・常任委員会の月例開催
・監査委員の常任委員就任

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

広
報
広
聴
の
充
実

第
１
６
条

　議会は、情報通信技術の発達を踏まえた多
様な手段を活用し、広く市民の議会や市政に
対する関心を高めるよう、効果的な広報広聴
活動に努めるものとする。（H26全改）

【運用基準１４】広報広聴を所管する組織の設
置等

・広報広聴特別委員会の設置（H23～）
・広報広聴会議の設置（H25～）
・ソーシャルメディア運用方針、運用ガイドライン
の策定、フェイスブックの開設（H26.4～）
・無料アプリ「マチイロ」（ｉ広報紙）の運用開始
（H28～）
・本会議のライブ中継・録画配信のスマートデバ
イス対応（H29～）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

議
員
研
修
の
充
実

第
１
７
条

　議会は、議員の政策形成及び立案能力の向
上等を図るため、議員研修の充実強化を図る
ものとする。

【運用基準１５】議員団の主催により行う。加え
て府市町村振興協会等が主催する各種研修会
へ積極的に参加

・議員の紹介又は提案等により講師を招へい

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会は、議会の政策形成機能を向上させ、
議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会
事務局の機能強化及び組織体制の整備に努め
るものとする。（H26全改）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

2 議長は、議員の政策形成及び立案能力の向
上のため、議会事務局の調査・法務機能の充
実強化を図るよう努めるものとする。（H26
追加）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議員は、市民の厳粛な信託に応じるため、
高い倫理的義務が課せられていることを自覚
し、議員としての品位を保持しなければなら
ない。

2 議員の政治倫理は、別に条例で定める。

第
６
章
　
議
会
の
運
営

議
員
間
の
自
由
討
議

第
1
4
条

議
会
事
務
局

第
１
８
条

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

議
員
の
政
治
倫
理

第
１
９
条

・政治倫理条例の制定（H20.3）

＊この欄は記入いただく必要はあり
ません。

↓
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議会基本条例検証項目一覧 平成３０年６月１２日
【会派名：　　　　　　　　　　　　】

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性

　議員定数の改正に当たっては、行財政改革
の視点だけではなく、市政の現状と課題、将
来の予測と展望を考慮するものとする。

2 議員定数は、別に条例で定める。

　議員は、議員報酬が市民の負託を受けた議
員の職務遂行に対し支給されるものであるこ
とを自覚しなければならない。

2 議員報酬は、別に条例で定める。

　政務活動費は、政策の立案及び提案並びに
市政に関する調査研究その他の活動に資する
ために交付するものとする。（H25一部改
正）

2 政務活動費の交付に関する条例に定めると
ころにより、政務活動費の交付を受けた会派
又は議員は、これを適正に執行しなければな
らない。（H25追加）

・政務活動費運用基準に沿った運用 　・政務活動費の検討
□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

3 議会は、政務活動費の使途について公開し
なければならない。

【運用基準１６】政務活動費収支報告書の公開
□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

最
高
規
範
性

第
２
３
条

　この条例は、議会における最高規範であ
る。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

条
例
の
検
証
及
び
見
直
し

第
２
４
条

　議会は、この条例の目的が達成されている
かどうかを定期的に検証し、必要があると認
めるときは、この条例の規定について検討を
加え、その結果に基づいて所要の措置を講ず
るものとする。（H26全改）

【運用基準１７】任期中間年及び最終年に議運
で実施
（前回：H28.6～12（任期中間年に実施）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

議
員
報
酬

第
２
１
条

・議員報酬の検討（H26）→現行維持
・実費相当分に係る費用弁償の復活（H28）

議
員
定
数

第
２
０
条

・議員定数の検討（H26）→定数2人削減

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

政
務
活
動
費

第
２
２
条

第
８
章
　
最
高
規
範
性
及
び
検
証
等

第
７
章
　
議
員
の
政
治
倫
理
及
び
待
遇
等

＊この欄は記入いただく必要はあり
ません。

↓
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